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3問合計１２個の空欄のうち８個以上正解することが多肢選択式における合格ラインです。
本道場では近年の憲法のように難易度が高めな問題が出題されても確実に８個正解できるよ
うになることを目指します。
多肢選択式の対策に不安を抱えている方にぜひ受けていただきたい内容です。

　 実施形態
通信Web

　 対象者
多肢選択式が苦手な方
多肢選択式の対策に悩んでいる方

　 担当講師
横溝慎一郎
LEC専任講師

　 科目
憲法・行政法

　 回数
全1回

　 使用教材
講師オリジナルレジュメ

　 １回あたりの講義時間
3時間

　 受講（Web視聴）期限
26/11/15（日）

　 お申込みはこちら

講座内容

多肢選択式の対策にお悩みのあなたへの処方箋

スケジュール
回数 教材発送日 Web配信開始日

1 26/8/10（月） 26/8/14（金）

野畑のマスト論点攻略

講座・レジュメのPOINT

多肢選択式には「解き方」があります。それを知らずに問題を解いても確実に正解することができ
るようにはなりません。本道場では、この「解き方」をあなたに伝授します。

POINT❶
多肢選択式の「解き方」がわかる

「解き方」がわかったら、実践あるのみです。
本道場では憲法12問＋行政法22問のオリジナル問題を使った実践の場も提供します。

POINT❷
多肢選択式の「解き方」を実践できる

受講料 （税込）
受講形態 一般価格 大学生協・書籍部価格 代理店・書店価格 講座コード

通信Web 9,800円 9,310円 9,604円 GB26680

道場多肢選択式を得意にする3時間で

◎一般価格とは、LEC各本校・LEC提携校・LEC通信事業本部・LECオンラインショップにてお申込みされる場合の受付価格です。◎大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書
店にてお申込みされる場合の受付価格です。◎代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込みされる場合の受付価格です。◎上記大学生協・書籍部価格、代理店書店価格
を利用される場合は、必ず本パンフレットを代理店窓口までご持参ください。◎提携校通学とは、LEC提携校でWebまたは DVDの講義を受講する場合の受講料です。お申込みは、直接、提携校窓口にてお願いします。LEC
本校では受付できません。
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問題３ 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄  ア  ～  エ  に当てはまる語句を、

枠内の選択肢（１～20）から選びなさい。 
 

裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法３条にいう

「  ア  」、すなわち当事者間の  イ  ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、

かつ、それが法令の適用により  ウ  に解決することができるものに限られる……。

したがつて、 イ  ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに

適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。…… 

本件訴訟は、 イ  ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の

対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての  エ  であるに

とどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、

また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張

立証も右の判断に関するものがその核心となつていると認められることからすれば、結局

本件訴訟は、その実質において法令の適用による  ウ  な解決の不可能なものであつて、

裁判所法３条にいう  ア  にあたらないものといわなければならない。 

（最三小判昭和56年４月７日民集35巻３号443頁） 
 

１ 争い 

５ 占有 

９ 訴え 

13 執行 

17 法的紛争 

２ 具体的な権利義務 

６ 終局的 

10 付随的問題 

14 債権 

18 前提問題 

３ 抽象的な権利義務 

７ 証拠 

11 証明 

15 法律上の争訟 

19 法的 

４ 訴権 

８ 所有権 

12 非訟 

16 総合的 

20 事実 
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問問題題３３  板板ままんんだだらら事事件件（（最最判判昭昭  5566..44..77））  
 

アア  基基礎礎  1155（（法法律律上上のの争争訟訟））  イイ  基基礎礎  ２２（（具具体体的的なな権権利利義義務務））  

ウウ  基基礎礎  ６６（（終終局局的的））  エエ        1188（（前前提提問問題題））  
 

本問は、板まんだら事件（最判昭 56.4.7）を素材としたものである。 
 

裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法３条にいう

「（ア）法律上の争訟」、すなわち当事者間の（イ）具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛

争であつて、かつ、それが法令の適用により（ウ）終局的に解決することができるものに限られ

る……。したがつて、（イ）具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の

適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきであ

る。…… 

本件訴訟は、（イ）具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果

信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての（エ）前提問題

であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと

認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者

の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつていると認められることからすれば、

結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による（ウ）終局的な解決の不可能なものであつ

て、裁判所法３条にいう（ア）法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。 

 

多肢選択だからと怖がることなく、過去問で慣れて、判旨の知識で勝負、ということがしっか
り把握できました。この講義を受けたことで、判旨を見ているとこのワードが空欄になりそうだ
なと感じることができるようになりました。加えて、同じ様な判例をノートにまとめておいたり、
メモしておいたりと、知識の整理にも役立ちました。

受講生の声
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